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『
万
葉
集
』
の
身
分
的
階
層
性
に
み
る
歴
史
意
識

廣

瀬

公

彦

一

『
万
葉
集
』
題
詞
左
注
に
お
け
る
階
層
性

『
万
葉
集
』に
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
者
が
身
分
を
伴
っ
て
現
れ
る
が
、
そ
れ
は
題

詞
の
末
尾
な
ど
に
あ
る
「
作
歌
」
や
「
歌
」
な
ど
の
表
現
と
対
応
関
係
を
も
っ

て
い
る
（
そ
う
い
っ
た
誰
の
「
歌
」
か
を
示
す
表
現
を
こ
こ
で
は
「
詠
歌
標
示

部
」
と
呼
ぶ
）。
こ
の
こ
と
を
初
め
に
指
摘
し
た
の
は
鹿
持
雅
澄
『
古
義
』（
総

論
其
一
・
題
詞
読
法
）
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
例
を
、
身
分
に
よ
っ
て

天
皇
、

皇
后
・
皇
子
女
、

王
以
下
に
分
類
し
た
う
え
で
、
題
詞
の
類
型
に
よ
っ
て

①
何
も
伴
わ
な
い
も
の
、
②
歌
作
表
現
を
伴
う
も
の
、
③
贈
答
表
現
を
伴
う
も

の
に
わ
け
な
が
ら
示
す
。

①
（
前
略
）
遷

都
近
江
国

時
、
御

覧
三
輪
山

御
歌
焉
（
後
略
）

（
１
一
八
左
注
「
類
聚
歌
林
」、
天
智

１
）

天
皇
）

②
天
皇
御
製
歌

（
１
一
、
雄
略
天
皇
）

③
天
皇
賜

鏡
王
女

御
歌
一
首

（
２
九
一
、
天
智
天
皇
）

①
長
皇
子
御
歌

（
１
六
〇
）

②
磐
姫
皇
后
思

天
皇

御
作
歌
四
首

（
２
八
五
）

③
御
名
部
皇
女
奉

和
御
歌

（
１
七
七
）

①
額
田
王
歌

（
１
七
）

②
幸

讃
岐
国
安
益
郡

之
時
軍
王
見

山
作
歌

（
１
五
）

③
藤
原
夫
人
奉

和
歌
一
首

（
２
一
〇
四
）

『
古
義
』
は
ま
ず
、「
御
歌
は
、
天
皇
皇
后
皇
太
子
皇
子
皇
女
の
御
に
渉
り
て

書
る
漢
字
」
だ
と
い
う
。

（
天
皇
）
と

（
皇
后
・
皇
子
女
）
の
詠
歌
標
示

部
に
は
「
御
」
字
が
付
さ
れ
て
お
り
、

（
王
以
下
）
と
区
別
す
る
二
段
階
の

階
層
が
現
れ
て
い
る
。
歌
作
や
贈
答
の
表
現
が
な
い
場
合
、
そ
の
ま
ま
「
歌
」

と
あ
わ
せ
て
①
の
よ
う
に
な
る
。
次
に
、「
う
た
よ
み
す
る
と
云
こ
と
を
、
天
皇

の
御
う
へ
に
て
は
御
製
と
か
き
、
皇
后
よ
り
皇
女
ま
で
に
は
御
作
と
書キ
、
諸
王

よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
を
ば
作
と
書
り
」
と
述
べ
る
。
②
の
例
を
み
る
と
、

「
御
製
歌
」

「
御
作
歌
」

「
作
歌
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
先

の
引
用
と
あ
わ
せ
れ
ば
、

と

に
「
御
」
字
を
付
し
、
さ
ら
に

に
「
製
」
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字
を
用
い
る
と
い
う
二
種
類
の
階
層
化
に
よ
っ
て
、
三
段
階
の
階
層
性
が
み
い

だ
さ
れ
る
。

『
古
義
』は
こ
こ
ま
で
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
、
残
る
③
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
系
統
に
つ
い
て
は
、

と

で
共
通
し
て
「
御
歌
」

と
さ
れ
る
た
め
、
天
皇
と
皇
后
・
皇
子
女
を
区
別
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ

れ
て

２
）

き
た
。
し
か
し
、

の
「
賜
…
御
歌
」
の
形
式
は
天
皇
に
専
用
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
贈
答
表
現
ま
で
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
も

と

に
「
御
」
字
を
付
し
、
さ
ら
に

に
「
賜
…
御
歌
」
を
用
い
る
と
い
う
二
種

類
の
階
層
化
に
よ
っ
て
、
三
段
階
の
階
層
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り『
万

葉
集
』
で
は
、
歌
作
表
現
と
贈
答
表
現
を
伴
う
詠
歌
標
示
部
に
お
い
て
、
結
果

的
に
三
段
階
の
身
分
的
階
層
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
中
で
も

の
皇
子
女
が

王
以
下
と
区
別
さ
れ
て
い
る
点
に
注

目
す
る
と
、そ
れ
が
他
文
献
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

『
古
事
記
』
で
は
神
武
・
雄
略
と
い
っ
た
天
皇
や
息
長
帯
日
売
・
黒
日
売
な
ど

の
后
に
「
御
歌
」
を
用
い
る
が
、
そ
の
子
供
は
単
に
「
歌
」
と
し
か
さ
れ
な
い
。

倭
建
命
に
「
御
歌
」
と
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
彼
は
「
幸
」
や
「
后
」
と
い
う

天
皇
専
用
語
を
用
い
ら
れ
る
特
別
な
存
在
で
あ

３
）

っ
た
。『
日
本
書
紀
』で
は
神
武

天
皇
の
「
御
謡
」
や
応
神
天
皇
の
「
御
歌
」
が
あ
る
の
み
で
、『
続
日
本
紀
』
で

は
聖
武
天
皇
の
「
御
製
歌
」
が
あ
る
が
皇
子
女
の
歌
は
な
い
。『
風
土
記
』
で
は

詠
歌
標
示
部
が
敬
語
化
さ
れ
た
箇
所
は
な
い
。『
古
今
集
』で
は
、
天
皇
と
そ
の

后
の
詞
書
の
末
尾
を
「
御
歌
」
と
し
、
常
康
親
王
や
惟
喬
親
王
な
ど
の
皇
子
の

場
合
に
は
王
以
下
と
の
区
別
は
み
ら
れ

４
）

な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
万
葉
集
』
は
皇
子
女
以
上
に
「
御
」
字
を
付
し
て
王
以
下

と
差
別
化
す
る
と
同
時
に
、
天
皇
に
は
専
用
表
現
を
用
い
て
さ
ら
に
区
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

皇
子
女
の
階
層

と
い
う
独
自
の
区
分
を
創
り
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の

皇
子
女
の
階
層

の
存
在
に
、『
万
葉
集
』
の
構
想
の
一
端

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
次
節
以
降
で
は
、
天
皇

代
ご
と
に
歌
が
排
列
さ
れ
る
巻
一
・
二
と
、
そ
れ
に
続
く
時
代
の
歌
を
年
次
に

よ
っ
て
な
ら
べ
る
巻
六
と
巻
十
七
以
降
と
を
中
心
に
、
歌
集
内
に
描
き
出
さ
れ

た

５
）

歴
史
に
沿
っ
て

皇
子
女
の
階
層

を
追
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

明
日
香
朝
以
前
に
お
け
る
皇
子
女

『
万
葉
集
』
巻
一
・
二
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
即
位
以
前
に
配
置
さ
れ
る
歌
の

中
で
、
皇
子
女
は
次
の
歌
々
の
作
者
と
し
て
登
場
す
る
。

・
古
事
記
曰
、
軽
太
子

軽
大
郎
女

。
故
其
太
子
流

於
伊
予
湯

也
。

此
時
、
衣
通
王
不

堪

恋
慕

而
追
往
時
歌
曰（

２
九
〇
、
難
波
高
津
宮
）

・
中
大
兄
近
江
宮
御
宇
天
皇
三
山
歌

１
一
三
、
後
岡
本
宮
）

有
間
皇
子
自
傷
結

松
枝

歌
二
首

（
２
一
四
一
、
後
岡
本
宮
）

・
皇
太
子
答
御
歌

（
１
二
一
、
近
江
大
津
宮
、
大
海
人
皇
子
）

こ
れ
ら
で
は
、
前
節
に
み
た
原
則
に
反
し
て
、
皇
子
で
あ
る
の
に
「
御
」
字

を
付
さ
れ
な
い
例
が
多
い
。
２
九
〇
は
そ
も
そ
も『
古
事
記
』本
文
で
そ
う
な
っ

て
い
る
た
め
か
、
特
に
言
及
す
る
注
釈
書
は
な
い
。
１
一
三
は
「
皇
子
」
を
付

け
ず
、「
御
歌
」
と
も
し
な
い
点
を
異
例
だ
と
さ
れ
る
（『
岩
波
文
庫
』
な
ど
）。

「
中
大
兄
」
は
、『
日
本
書
紀
』
で
も
一
貫
し
て
「
皇
子
」
を
付
さ
ず
に
記
さ
れ

て
お
り
、「
か
な
ら
ず
し
も
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
か
た
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
」

（『
釋
注
』）
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
御
」
字
を
付
さ
れ
な
か
っ
た
。
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２
一
四
一
に
つ
い
て
は
、
契
沖『
代
匠
記
』（
精
撰
本
）が
脱
落
を
疑
っ
て
お
り
、

「
罪
有
テ
経ワナカレ
給
フ
故
ナ
リ
ト
イ
ハ
ヽ
、大
津
皇
子
モ
御
哥
ト
云
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ

ヤ
」
と
述
べ
て
い
た
。
同
じ
く
反
逆
の
罪
に
問
わ
れ
た
大
津
皇
子
は
「
大
津
皇

子
贈

石
川
郎
女

御
歌
一
首
」（
２
一
〇
七
）「
大
津
皇
子
被

死
之
時
磐
余
池

流

涕
御
作
歌
一
首
」（
３
四
一
六
）
と
あ
り
、
反
逆
者
と
さ
れ
た
こ
と
に
理
由

を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
御
」
字
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

皇
子
女
の

階
層

に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
例
外
と
み
な
す
こ
と
も
で
き

よ
う
が
、
歌
数
が
少
な
い
こ
の
時
期
に
ま
と
ま
っ
て
あ
る
こ
と
は
、
無
視
で
き

な
い
。
ま
た
、
他
に「
中
皇
命
往

于
紀
伊
温
泉

之
時
御
歌
」（
１
一
〇
、
後
岡

本
宮
）
が
あ
っ
て
作
者
を
間
人
皇
女
と
す
る
推
定
が
あ
る
が
、「
中
皇
命
」
と
い

う
特
殊
な
呼
称
を
用
い
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
皇
女
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な

い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

す
る
と
、「
御
」
字
を
付
す

皇
子
女
の
階
層

は
、
巻
一
・
二
に
あ
っ
て
、

１
二
一
の
大
海
人
皇
子
を
嚆
矢
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は「
皇
太
子
」と
し
て
現
れ
る
。
皇
太
子
制
は
天
武
朝
の
飛
鳥
浄
御
原
令
に
よ
っ

て
成
立
し
た
と
み

６
）

ら
れ
、
天
智
標
題
下
に
お
か
れ
た
こ
の
「
皇
太
子
」
は
「
近

江
朝
の
時
点
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る

７
）

ま
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、

原
資
料
や
歴
史
の
実
際
で
は
な
く
編
纂
時
点
の
呼
称
な
の
だ
と
い
う
指
摘
だ

が
、

・
中
大
兄
近
江
宮
御
宇
天
皇
三
山
歌

（
１
一
三
）

前
略
）亦
紀
曰
、
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
先
四
年
乙
巳
、
立

天
皇

為

皇
太
子

（
１
一
五
左
注
）

と
、
左
注
で
わ
ざ
わ
ざ
皇
太
子
で
あ
る
こ
と
が
注
さ
れ
て
い
る
中
大
兄
に「
御
」

字
が
な
い
こ
と
を
み
あ
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
上
の
意
義
を
み
い
だ
せ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
つ
ま
り
同
じ
皇
太
子
で
も
中
大
兄
と
大
海
人
と
に
は
差
が
設
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
太
子
や
皇
太
子
へ
の
敬
意
の
度
合
い
に
差
を
設
け
な
い

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
他
の
文
献
の
描
く
歴
史
と
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で

８
）

あ
る
。
こ
れ
は
、『
万
葉
集
』の
歴
史
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
後
に
天
武
天
皇
と
な
る
こ
の
「
皇
太
子
」
か
ら
、

皇
子
女
の
階
層

が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ

の
「
起
点
」
に
続
く
者
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

三

明
日
香
・
藤
原
朝
に
お
け
る
皇
子
女

続
く
天
武
朝
は
、
天
皇
号
と
皇
子
号
の
成
立
時
期
と
目
さ
れ
て

９
）

い
る
。
そ
の

よ
う
な
時
期
で
あ
る
明
日
香
清
御
原
宮
お
よ
び
藤
原
宮
標
題
下
か
ら
、
天
皇
の

皇
子
女
の
歌
が
一
挙
に
増
え
る
。

十
市
皇
女
薨
時
高
市
皇
子
尊
御
作
歌
三
首

（
２
一
五
六
、
明
日
香
清
御
原
宮
代
）

幸

于
紀
伊
国

時
川
嶋
皇
子
御
作
歌
（
注
略
）（
１
三
四
、
藤
原
宮
代
）

越

勢
能
山

時
阿

皇
女
御
作
歌

（
１
三
五
、
藤
原
宮
代
）

従

明
日
香
宮

遷

居
藤
原
宮

之
後
志
貴
皇
子
御
作
歌

（
１
五
一
、
藤
原
宮
代
）

長
皇
子
御
歌

（
１
六
〇
、
藤
原
宮
代
）

大
津
皇
子
贈

石
川
郎
女

御
歌
一
首

（
２
一
〇
七
、
藤
原
宮
代
）

従
来
は
こ
の
増
加
を
歴
史
の
実
態
に
即
し
て
理
解
す
る
む
き
が
あ
っ
た
が
、

皇
子
女
の
階
層

と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
し
た
と
き
、『
万
葉
集
』
の

描
く
歴
史
と
み
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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た
と
え
ば
実
態
論
と
し
て
中
西
進
は
、
大
陸
文
芸
の
受
容
を
通
し
て
現
れ
た

文
雅
の
朝
廷
た
る
持
統
・
文
武
朝
に
育
っ
た
皇
子
た
ち
が
文
芸
を
担
い
始
め
た

と
し
て
、
こ
れ
を
「
皇
子
文
化
圏
」
と
称

10
）

し
た
。
以
降
、
皇
子
を
中
心
と
す
る

交
友
関
係
か
ら
同
時
代
的
な
文
化
の
広
が
り
を
追
求
す
る
方
向
で
研
究
が
進
め

ら
れ
て

11
）

き
た
。
ま
た
、
井
村
哲
夫
は
こ
れ
を
天
武
の
皇
親
政
治
と
関
係
づ
け
、

政
権
の
中
枢
に
い
た
皇
子
た
ち
が
文
化
的
方
面
に
お
い
て
も
主
導
的
立
場
に

あ
っ
た
結
果
と
し
て

12
）

い
る
。
渡
瀬
昌
忠
も
、
朝
廷
の
重
要
な
位
置
を
し
め
た
皇

子
の
宮
殿
が
浄
御
原
宮
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
要

の
位
置
に
あ
っ
た
島
の
宮
が
皇
子
文
化
圏
の
中
心
と
な
っ
た
と
推
測

13
）

し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
皇
子
女
の
歌
の
世
界
の
興
隆
を
史
的
実
態
の
面
か
ら

と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
大
陸
文
芸
の
受
容
は
天
武
朝
以
前
に
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
皇
親
政
治
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
実
態
に
直
結
さ
せ
う
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
態
論
は
歴
史
学
で
も
主
流
で
あ
っ
て
、
虎
尾
達
哉
は
皇
子
と
い

う
身
分
に
つ
い
て
、
令
制
・
令
外
の
恒
常
的
な
議
政
官
に
任
ぜ
ら
れ
な
い
と
い

う
非
官
僚
性
と
、
朝
堂
に
席
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
政
治
性
を
あ
わ
せ
も
つ
存

在
と
し
て
、
官
僚
機
構
の

外
に
あ
っ
て
諸
臣
に
掣
肘
を
加
え
る
存
在
で
あ
っ

た
と
、
そ
の
特
殊
性
を
論

14
）

じ
た
。
た
だ
こ
れ
に
対
し
て
は
、
倉
本
一
宏
が
、
身

分
上
の
問
題
を
実
態
的
な
問
題
に
す
り
か
え
て
い
る
と
の
批
判
を
お
こ
な
っ
て

15
）

い
る
。
朝
堂
の
席
次
は
『
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」
に
基
づ
く
制
度
上
の
も
の

で
あ
り
、
史
書
に
実
際
の
運
用
を
示
す
記
事
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
官
位

令
で
は
特
に
親
王
の
項
目
を
設
け
、
一
品
か
ら
四
品
の
位
階
に
対
応
す
る
官
職

が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、『
日
本
書
紀
』で
は
議
政
官
へ
の
任
官
記
事
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
大
友
皇
子
と
高
市
皇
子
の
太
政
大
臣
就
任
（
天
智
十
年
正
月
癸

卯
条
、
持
統
四
年
七
月
庚
辰
条
）
の
み
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
で
は
知
太
政
官

事
や
撰
定
律
令
の
例
は
あ
る
も
の
の
、
恒
常
的
な
議
政
官
へ
の
任
官
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
倉
本
の
区
別
し
た
身
分
的
制
度
／
実
態
と
い
う
対
比
は
令
／

史
書
の
対
比
と
換
言
さ
れ
る
が
、
史
書
の
中
で
も
『
日
本
書
紀
』
と
『
続
日
本

紀
』
が
皇
子
に
担
わ
せ
る
も
の
に
は
違
い
が
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
献

ご
と
の
相
違
を
と
ら
え
る
見
方
が
必
要
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』の
内
部
に
お
い

て
は
、
官
位
制
に
組
み
込
ま
れ
る
姿
も
官
僚
機
構
の

外
に
お
か
れ
る
姿
も
み

う
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
御
」
を
付
す

皇
子
女
の
階
層

と
し
て
前
節
で

み
た
天
武
の
皇
太
子
時
代
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
歴
史
の
実
際

に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
は
、
重
要
な
点
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ

ろ

16
）

う
か
。

こ
れ
を
『
万
葉
集
』
の
問
題
と
し
て
み
た
と
き
、
阪
下
圭
八
に
よ
る
、
作
者

と
し
て
現
れ
る
皇
子
女
が
「
天
智
（
中
大
兄
）、
天
武
（
大
海
人
皇
子
）
二
代
の

天
子
と
そ
の
子
女
た
ち
に
限
ら
れ
て

17
）

い
る
」
と
い
う
通
時
的
な
把
握
は
、
も
っ

と
顧
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
聞
歌
の
論
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
対
象

を
皇
子
女
の
詠
歌
全
体
に
広
げ
て
も
肯
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
作
者
の
限
定
は
期

間
の
短
さ
に
直
結
し
、「
皇
子
・
皇
女
ら
が
、
万
葉
歌
の
全
期
を
通
じ
て
、
と
も

か
く
も
作
者
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
え
た
期
間
が
、
こ
れ
ま
た
意
外
と
短
い
」（
阪

下
論
文
）
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
阪
下
論
文
は
中
大
兄
を
筆
頭
に
挙
げ
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に

「
御
歌
」と
記
す
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
見
過
ご
す
べ
き
で
な

い
。
ま
た
、
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
志
貴
・
川
嶋
に
つ
い
て
は
、
歌
に
「
御
」

字
を
付
さ
れ
る
の
だ
が
、
登
場
す
る
の
が
天
武
標
題
下
以
降
で
あ
る
点
も
お
さ

え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、

皇
子
女
の
階
層

の
歌
の
期
間
は
さ
ら
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に
短
く
な
り
、
ほ
ぼ
明
日
香
・
藤
原
朝
に
集
中
す
る
一
回
的
な
も
の
と
な
る
。

い
わ
ば
彼
ら
は
、
天
智
天
皇
の
皇
子
ま
で
含
め
て
、「
明
日
香
・
藤
原
朝
の
皇
子
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

18
）

あ
る
。

皇
子
た
ち
を
天
武
に
関
わ
ら
せ
て
み
る
こ
と
は
、
１
二
七
の
存
在
に
よ
っ
て

裏
打
ち
さ
れ
る
。

・

天
皇
幸

于
吉
野
宮

時
御
製
歌

淑よ
き
人
の
良よ
し
と
吉よ
く
見
て
好よ
し
と
言
ひ
し
芳よし
野
吉よ
く
見
よ
良よ
き
人
よ

く
見

（
１
二
七
）

紀
曰
、
八
年
己
卯
五
月
庚
辰
朔
甲
申
、
幸

于
吉
野
宮

。

人
麻
呂
や
金
村
に
歌
い
継
が
れ
て
い
く
吉
野
讃
歌
の
起
点
の
位
置
に

19
）

あ
る
こ
の

歌
の
左
注
に
は
、
天
武
八
年
五
月
甲
申
の
吉
野
行
幸
の
と
き
の
歌
で
あ
る
旨
が

記
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
の
記
す
吉
野
盟
約
を
呼
び
込
む
こ
と
は
『
万
葉

集
』
自
体
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
『
日
本
書
紀
』
天
武
八
年
五
月
甲
申

条
に
よ
れ
ば
、
天
武
は
皇
后
（
後
の
持
統
）
と
草
壁
・
大
津
・
高
市
・
河
嶋
・

忍
壁
・
志
貴
の
皇
子
た
ち
を
伴
い
吉
野
に
行
幸
し
、
内
紛
を
起
こ
さ
な
い
誓
い

を
求
め
た
。
皇
子
た
ち
は
、「
異
腹
」で
あ
る
こ
と
を
乗
り
越
え
て
十
数
人
い
る

全
員
が
結
束
す
る
と
盟
約
し
た
。
天
武
天
皇
と
皇
后
も
そ
れ
に
応
え
て
彼
ら
を

「
一
母
同
産
」
の
よ
う
に
等
し
く
慈
し
む
こ
と
を
盟
約
し
た
。

確
か
に
草
壁
た
ち
は
母
親
の
異
な
る
「
異
腹
」
な
の
だ
が
、
志
貴
・
川
嶋
の

場
合
は
父
親
も
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
。
彼
ら
は
天
智
皇

子
ま
で
を
含
め
て
全
員
が
天
武
と
持
統
の
子
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
み
あ
わ
せ
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
「
明
日
香
・
藤
原
朝
の
皇
子
」
は
、
さ
ら
に
「
天

武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」
と
と
ら
え
な
お
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

皇
子

女
の
階
層

は
、
大
海
人
皇
子
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
即
位
後
に
「
天
武
・
持
統

天
皇
の
皇
子
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
志
貴
皇
子
が
巻
一
・
二
の
双
方
の
末
尾
に
現
れ
る
こ

と
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
伊
藤
博
は
、
両
巻
末
に
あ
る
「
寧
楽
宮
」
の
歌

の
追
補
者
が
志
貴
・
長
両
皇
子
に
深
く
関
わ
る
人
々
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
か
ら
、「
宮
廷
文
化
事
業
の
先
達
」
で
あ
り
「
す
ぐ
れ
た
歌
人
」
で
も
あ
っ
た

「
皇
子
」と
し
て
、
志
貴
皇
子
を
巻
末
に
飾
っ
た
も
の
と

20
）

み
る
。
池
田
三
枝
子
は

対
象
を
巻
一
に
絞
り
、
巻
一
後
半
部
の
歌
の
作
者
の
多
く
が
志
貴
皇
子
と
関
わ

り
を
も
つ
こ
と
を
論
証
し
た
う
え
で
、「
志
貴
皇
子
文
学
圏
」が
形
成
さ
れ
て
い

た
と
主
張

21
）

す
る
。

こ
の
二
つ
の
論
は
い
ず
れ
も
成
立
論
的
な
立
場
か
ら
、
巻
一
・
二
の
巻
末
に

志
貴
皇
子
が
現
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
く
寧

楽
宮
標
題
下
に
あ
る
河
辺
宮
人
（
２
二
二
八
〜
二
二
九
）
が
志
貴
皇
子
と
い
か

な
る
関
係
を
有
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
巻
一
に
つ
い
て
も
、
池
田
自

身
が
「
巻
一
後
半
部
は
三
十
首
中
十
一
首
ま
で
が
志
貴
皇
子
文
学
圏
内
の
歌
と

い
う
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
と
お
り
、
志
貴
皇
子
に
関
わ
る
も
の
は
半
分
以

下
し
か
な
い
。
志
貴
皇
子
が
巻
末
に
現
れ
る
理
由
を
編
纂
の
実
態
に
求
め
て
き

た
成
立
論
的
方
法
は
、
必
ず
し
も
十
全
と
は
い
え
ま
い
。
い
ま
あ
る『
万
葉
集
』

以
前
に
遡
ら
ず
に
巻
末
に
あ
る
意
義
を
考
え
る
構
造
論
的
な
方
法
が
追
究
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
両
論
が
問
題
と
す
る
の
は
、
な
ぜ
天
智
皇
子
で
あ
る
志
貴
皇
子
が

巻
末
と
い
う
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
志
貴
皇
子
が
「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇

子
」
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
疑
問
は
氷
解
し
よ
う
。
吉
野
盟
約
に
参
加
し
た

草
壁
・
大
津
な
ど
の
皇
子
は
次
第
に
薨
じ
て
い
き
、
志
貴
皇
子
は
「「
盟
約
」
最
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後
の
生

22
）

存
者
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
巻
一
・
二
が
そ
の

死
を
う
た
う
こ
と
で
と
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
意
味
深
く
な
る
。
そ
し
て
、

志
貴
皇
子
の
薨
後
の
歴
史
を
描
く
巻
六
に
な
る
と
、
皇
子
女
の
歌
は
ぷ
っ
つ
り

と
途
絶
え
て
し
ま
う（
第
四
節
で
後
述
）。
一
時
的
で
一
回
的
な
皇
子
女
の
歌
の

世
界
が
終
焉
を
迎
え
る
境
目
に
、
志
貴
皇
子
は
「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」

と
し
て
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
が
天
武
天
皇
以
前
の
皇
子
の
歌
に
は
「
御
」
字
を
付
さ
な
い
こ
と

や
、
天
智
天
皇
の
皇
子
ま
で
を
含
み
込
ん
で
「
御
」
字
を
付
す
こ
と
は
、
一
般

的
な
「
歴
史
」
へ
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、『
万
葉
集
』
と
し
て
の
歴
史
意

識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
時
期
に

皇
子
女
の
階
層

の
歌
が
興
隆
す
る
こ
と
も
、
政
治
・
文
化
や
居
住
地
の
実
態
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
起
点
と
し
て
の
天
武
天
皇
を
強
調
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
よ
う
。『
万
葉

集
』
に
お
け
る
明
日
香
・
藤
原
朝
の
皇
子
女
は
、「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」

と
し
て
、
天
武
の
皇
太
子
時
代
を
起
点
と
す
る

皇
子
女
の
階
層

を
引
き
継

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

四

奈
良
朝
に
お
け
る
皇
子
女

奈
良
朝
以
降
に
な
る
と
、
天
智
・
天
武
両
天
皇
の
皇
子
た
ち
が
世
を
去
っ
て

い
く
一
方
で
次
代
の
皇
子
は
増
え
ず
、
か
わ
っ
て
天
皇
二
世
以
降
の
王
た
ち
が

姿
を
現
し
て
く
る
。
吉
住
恭
子
は
、
主
に
『
続
日
本
紀
』
に
拠
っ
て
世
系
を
重

視
し
つ
つ
皇
親
の
政
治
参
画
の
形
態
を
考
察
し
、
二
世
以
降
の
王
に
お
い
て
は

官
僚
化
が
進
み
、
非
官
僚
性
と
い
う
皇
親
の
特
徴
が
喪
失
さ
れ
て
い
く
と
指
摘

す
る
。
た
だ
し
、
二
世
王
に
つ
い
て
は
、
蔭
位
制
で
三
世
王
以
下
と
区
別
さ
れ

る
な
ど
血
縁
関
係
に
よ
る
尊
貴
性
を
若
干
は
残
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
皇
親
的

要
素
を
残
す
二
世
王
が
「
皇
親
と
し
て
の
最
後
の
在
り
方
を
示
す
存
在
と
い
え

る
」
と
述

23
）

べ
る
。

『
万
葉
集
』
で
も
、
聖
武
朝
を
描
く
巻
六
に
は
皇
子
女
の
歌
が
一
首
も
な
く
、

か
わ
っ
て
王
が
歌
の
担
い
手
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
。
た
だ
、
二
世
王
と
三
世

王
と
に
特
に
区
別
を
設
け
な
い
点
、
や
は
り
『
続
日
本
紀
』
と
は
異
な
る
描
か

れ
方
に
な
っ
て
い
る
。

・
膳
王
歌
一
首

（
６
九
五
四
、
長
屋
王
の
子
）

・
湯
原
王
月
歌
二
首

（
６
九
八
五
、
志
貴
皇
子
の
子
）

・
市
原
王
宴
禱

父
安
貴
王

歌
一
首

（
６
九
八
八
、
志
貴
皇
子
の
孫
）

・
右
一
首
、
船
王
作

（
６
九
九
八
左
注
、
舎
人
親
王
の
子
）

巻
六
は
養
老
七
（
七
二
三
）
年
か
ら
始
ま
る
雑
歌
の
巻
で
あ
り
、
同
じ
く
雑

歌
の
巻
で
あ
る
巻
一
が
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
で
終
わ
る
の
を
承
け
継
ぐ
、「
文

字
通
り
続

の
位
置
に

24
）

立
つ
」、「
奈
良
朝
宮
廷

25
）

歌
巻
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
年
次
の
う
え
で
、
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
で
終
わ
る
巻
二
を
も
承
け
る
こ
と

に
な
り
、「
巻
六
が
、
巻
一
、
二
の
世
界
を
｜
｜
部
立
て
の
う
え
で
雑
歌
の
部

と
し
て
の
巻
一
を
｜
｜
、
ま
っ
す
ぐ
に
延
伸

26
）

す
る
」
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、

巻
一
・
二
に
年
代
で
隣
接
す
る
こ
の
巻
六
に
、
皇
子
女
の
姿
は
な
い
。

つ
ま
り
『
万
葉
集
』
内
部
で
も
、
皇
子
女
の
時
代
か
ら
王
の
時
代
へ
と
移
り

変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
村
注
12
前
掲
論
は
、
皇
子
女
の
歌
の
時
代
に
続

く
こ
の
時
期
に
「
王
・
風
流
文
雅
圏
」
と
い
う
性
質
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
こ

の
時
代
以
降
に

皇
子
女
の
階
層

と
し
て
み
え
る
の
は

・
天
平
宝
字
元
年
十
一
月
十
八
日
於

内
裏

肆
宴
歌
二
首

右
一
首
、
皇
太
子
御
歌

（
20
四
四
八
六
）
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の
み
で
あ
り
、
後
に
淳
仁
天
皇
と
な
る
こ
の
「
皇
太
子
」（
大
炊
王
）
と
て
舎
人

親
王
の
子
で
あ
る
「
王
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
当
時
に
皇
子
女
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に

聖
武
天
皇
に
は
早
世
し
た
子
ど
も
が
多
か
っ
た
が
、
阿
倍
内
親
王（
孝
謙
天
皇
）

や
井
上
内
親
王
（
光
仁
天
皇
皇
后
）
や
不
破
内
親
王
は
、
歌
が
詠
め
る
年
齢
に

達
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
元
明
天
皇
が
藤
原
朝
標
題
下
で
「
阿

皇
女
御
作

歌
」（
１
三
五
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
が
即
位
や
立
后
の
前
に

皇
子

女
の
階
層

で
登
場
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
す
る
と
、

巻
六
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
王
・
風
流
文
雅
圏
」
は
、「
諸
皇
子
の
多
く
は
世
を

去
り
、
風
流
文
雅
の
主
導
権
が
王
の
身
分
の
者
た
ち
に
移
っ
た
」（
井
村
注
12
前

掲
論
）
と
い
う
実
態
と
し
て
よ
り
も
、『
万
葉
集
』
の
描
き
方
に
よ
る
も
の
と
し

て
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
時
に
、
こ
の
時
期
に
作
者
と
し
て
現
れ
る
王
に
、
し
ば
し
ば
系
譜
の
注
記

が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。

・
天
皇
思

酒
人
女
王

御
製
歌
一
首

女
王
者
穂
積
皇
子
之
孫
女
也

（
４
六
二
四
）

・
春
日
王
歌
一
首

志
貴
皇
子
之
子
、
母
曰

多
紀
皇
女

也

（
４
六
六
九
）

・
笠
縫
女
王
歌
一
首

六
人
部
王
之
女
、
母
曰

田
形
皇
女

也

（
８
一
六
一
一
）

・
榎
井
王
後
追
和
歌
一
首

志
貴
親
王
之
子
也

（
６
一
〇
一
五
）

・
境
部
王
詠

数
種
物

歌
一
首

穂
積
親
王
之
子
也

（
16
三
八
三
三
）

注
記
さ
れ
る
王
は
二
世
・
三
世
王
で
あ
り
、
天
智
・
天
武
天
皇
の
皇
子
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
。
皇
子
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
「
王
・
風
流
文
雅
圏
」
に
お
い
て

も
、「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」
が
意
識
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
天
武
皇
統
の
断
絶
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
説
が
あ
る
。

巻
一
・
二
を
延
伸
す
る
巻
六
は
題
詞
に
年
次
を
付
し
な
が
ら
歴
史
を
描
い
て
い

く
が
、
末
尾
で
は
天
平
十
六
年
以
後
の
年
次
を
記
さ
な
く
な
る
。
こ
の
年
は
安

積
皇
子
の
薨
じ
た
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
吉
井
巖
は
、
聖
武
天
皇
唯
一
の
皇
子

の
薨
去
が
「
事
実
上
の
天
武
・
持
統
系
皇
統
の
断
絶
を
決
定
」
し
、
聖
武
朝
は

「
ま
だ
そ
の
余
命
を
つ
づ
け
な
が
ら
、実
際
に
は
そ
の
幕
を
お
ろ
し
た
と
い
う
歴

史
的
認
識
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

27
）

み
る
。
確
か
に
そ
こ
に
は
、
聖
武
朝
の
事

実
上
の
閉
幕
と
、「
寧
楽
宮
」
の
終
焉
（
神
野
志
注
26
前
掲
論
）
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
皇
統
の
断
絶
」
と
ま
で
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

巻
一
・
二
か
ら
巻
六
へ
と
延
伸
さ
れ
た
歴
史
は
、
さ
ら
に
巻
十
七
以
降
へ
と

続
く
。
主
に
天
平
十
八
年
以
降
の
歌
を
年
次
に
よ
っ
て
排
列
す
る
巻
十
七
〜
二

十
の
「
歌
日
記
」
は
、「
巻
一
〜
六
を
年
次
的
に
う
け
」
て
「
天
平
十
七
年
以
後

へ
と
つ
な
ぐ
」
も
の
と
い

28
）

え
る
。
そ
の
中
の
巻
二
十
に
は
、
前
掲
の
「
皇
太
子

御
歌
」（
20
四
四
八
六
左
注
）
が
あ
り
、『
万
葉
集
』
全
体
の
末
尾
ま
で

皇
子

女
の
階
層

は
続
い
て
い
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
作
者
は
大
炊
王
と

い
う
王
で
は
あ
る
が
、

皇
子
女
の
階
層

の
嚆
矢
で
あ
る
「
皇
太
子
」（
１
二

一
）
と
同
じ
呼
称
で
記
さ
れ
、
あ
え
て
「
御
歌
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
大

海
人
皇
子
か
ら
続
く

皇
子
女
の
階
層

と
の
対
応
が
み
て
と
れ
る
。
大
炊
王

は
天
武
天
皇
と
新
田
部
皇
女
の
間
に
生
ま
れ
た
舎
人
皇
子
の
子
だ
が
、
舎
人
が

吉
野
盟
約
に
よ
っ
て
十
数
人
の
兄
弟
と
共
に
「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」
と

さ
れ
た
た
め
、
そ
の
子
で
あ
る
大
炊
王
も
ま
た
そ
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
と
み
な
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
即
位
後
の
淳
仁
朝
の
歌
を
最
終
歌
一
首
に

配
し
、
あ
く
ま
で
皇
統
が
続
く
形
で
歌
集
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
皇
統
は

皇
子
女
の
階
層

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
、

『
万
葉
集
』
全
体
の
語
る
と
こ
ろ
な
の
で
は
な

29
）

い
か
。
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明
日
香
・
藤
原
朝
で
台
頭
し
た
皇
子
女
も
、
奈
良
時
代
以
降
は
急
速
に
姿
を

消
し
て
い
く
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
巻
一
・
二
と
巻
六
の
比
較

か
ら
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
巻
六
で
も
系
譜
注
記
に
お
い
て
、
な
お

「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」
た
ち
は
意
識
さ
れ
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら

の
子
た
ち
に
よ
っ
て
、

皇
子
女
の
階
層

は
巻
二
十
と
い
う
『
万
葉
集
』
全
体

の
最
終
盤
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

五

天
武
天
皇
を
始
祖
と
す
る
思
想

こ
こ
ま
で
、
皇
子
女
の
階
層

を
天
武
天
皇
を
起
点
に
お
き
つ
つ
み
て
き
た
。

そ
う
し
た
と
ら
え
方
が
『
万
葉
集
』
の
歌
や
表
現
に
も
現
れ
た
例
と
し
て
、
日

並
皇
子
挽
歌
（
２
一
六
七
）
の
天
武
天
皇
降
臨
神
話
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。

天
地
の

初
め
の
時
の

ひ
さ
か
た
の

天
の
河
原
に

八
百
万

千

万
神
の

神
集
ひ

集
ひ
い
ま
し
て

神
分
か
ち

分
か
ち
し
時
に

天
照
ら
す

日
女
の
命
（
一
云
略
）
天
を
ば

知
ら
し
め
す
と

葦
原

の

瑞
穂
の
国
を

天
地
の

寄
り
合
ひ
の
極
み

知
ら
し
め
す

神

の
命
と

天
雲
の

八
重
か
き
別
き
て
（
一
云
略
）
神
下
し

い
ま
せ

ま
つ
り
し

高
照
ら
す

日
の
御
子
は

飛
ぶ
鳥
の

清
御
原
の
宮
に

神
な
が
ら

太
敷
き
ま
し
て
（
後
略
）

（
２
一
六
七
）

こ
の
「
神
の
命
」「
日
の
御
子
」
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
と
ニ
ニ
ギ
が
二
重

写
し
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る（『
新
全
集
』、『
釋
注
』、

稲
岡
耕
二
『
和
歌
大
系
』、
多
田
一
臣
『
全
解
』
な
ど
）。

こ
れ
に
対
し
、
遠
山
一
郎
は
、「「
高
照
ら
す
日
の
御
子
」
は
は
じ
め
か
ら
天

武
天
皇
を
表
わ
し
、
天
武
天
皇
は「
神
の
み
こ
と
」と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
特
殊
な
形
象
を
獲
得
す
る
」
と

30
）

論
じ
、
こ
れ
を
「「
明
日
香
王
朝
」
の
始
祖

神
話
」
と
呼

31
）

ん
だ
。
神
野
志
隆
光
も
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
と

対
応
さ
せ
ず
に
「
独
自
な
天
武
天
皇
」
と
し
て
、
新
王
朝
の
「
天
武
始
祖
神
話
」

を
う
た
っ
て
い
る
と
み
な

32
）

し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
「
天
武
天
皇
を
始
祖
と
し

て
仰
ぐ
」「
巻
一
、
二
の
「
歴
史
」
世
界
」
の
基
軸
と
な
り
、
そ
の
「
歴
史
」
世

界
に
巻
六
ま
で
の
巻
々
が
規
制
さ
れ
て
い
く
、
と
『
万
葉
集
』
全
体
の
歴
史
認

識
へ
と
展
開
さ

33
）

せ
る
。

遠
山
・
神
野
志
の
論
は
諸
論
文
に
賛
同
を
得
な
が

34
）

ら
も
、
注
釈
書
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
村
田
右

35
）

富
実
や
森

36
）

朝
男
も
、
天
武
天

皇
の
神
格
化
だ
と
い
う
点
は
認
め
つ
つ
も
、
記
紀
と
異
な
る
神
話
テ
キ
ス
ト
だ

と
い
う
点
に
は
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
歌
に
一
回
的
に
現
れ
た
表
現
と
し
て
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

皇
子
女
の
階
層

も
、
皇
太
子
で
あ
る

大
海
人
皇
子
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
皇
統
を
受
け
継
ぐ
者
た
ち
に
続
く
も
の
で

あ
っ
た
。
天
武
始
祖
神
話
と
い
う
読
み
方
は
、
そ
れ
を
『
万
葉
集
』
内
部
の
問

題
と
す
る
視
点
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
村
田
注
35
前
掲
論
は
「
飛
ぶ
鳥
の

浄
み
の
宮
」
は
あ
く
ま
で

現
在
の
王
権
の
中
心
と
し
て
選
ば
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
天
武
天
皇
と
い
う
個
性
に

還
元
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
が
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
明
日
香
」
と
い

う
地
名
は
天
武
天
皇
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
野
誠
は
、「
万
葉
歌

に
お
い
て
の
「
古
郷
」「
故
郷
」
は
飛
鳥
を
指
す
と
い
う
原
則
が
あ
る
こ
と
」
と

「
故
郷
た
る
飛
鳥
は
讃
歌
を
持
つ
旧
都
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
、「
天
武
皇
統
の
始

発
の
聖
地
と
し
て
の
飛
鳥
」
と
い
う
認
識
が
奈
良
朝
後
半
に
ま
で
受
け
継
が
れ
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た
と

37
）

す
る
。
歌
こ
と
ば
の
面
で
も
、『
万
葉
集
』に
天
武
を
起
点
と
す
る
意
識
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
武
天
皇
を
始
祖
と
す
る
意
識
は
、『
万
葉
集
』内
部
に
様
々

な
形
で
現
れ
る
。

皇
子
女
の
階
層

も
、
そ
う
し
た
も
の
の
一
環
と
し
て
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

六

ま
と
め

こ
こ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
な
お
そ
う
。
敬
語
化
の
度
合
い
に

お
い
て
、
天
皇
で
も
一
般
官
人
で
も
な
い
第
三
の
階
層
に
皇
子
女
を
位
置
づ
け

る
の
は
、『
万
葉
集
』
に
特
異
な
現
象
で
あ
っ
た
。
皇
子
女
に
「
御
」
字
を
付
す

こ
と
は
、
天
武
天
皇
の
皇
太
子
時
代
を
嚆
矢
と
し
、「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」

の
代
に
ほ
ぼ
一
回
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
王
の

時
代
に
も
、
引
き
続
き
「
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
」
と
の
繫
が
り
が
示
さ
れ
、

全
二
十
巻
の
末
尾
近
く
に
至
っ
て「
皇
太
子
御
歌
」（
20
四
四
八
六
）が
現
れ
る
。

始
ま
り
と
呼
応
す
る
よ
う
な
「
皇
太
子
」
に
よ
っ
て
次
代
の
淳
仁
天
皇
へ
の
皇

統
の
継
受
を
示
し
つ
つ
、
歌
集
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

皇
子
女

の
階
層

は
歌
集
を
貫
く
原
理
と
し
て
機
能
し
て

38
）

い
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
、
皇
太
子
号
の
使
用
や
皇
親
政
治
な
ど
の
令

や
史
書
の
描
き
出
す
皇
子
の
姿
と
重
な
る
部
分
を
含
み
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異

な
る
『
万
葉
集
』
に
独
自
な
も
の
を
創
り
出
し
て
い
た
。『
万
葉
集
』
の
詠
歌
標

示
部
か
ら
、
そ
う
し
た
歌
集
と
し
て
の
歴
史
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

注

１
）
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
『
新
校
注
萬
葉
集
』（
和
泉
古
典
叢
書
、
二
〇
〇

八
年
十
月
）
に
よ
る
が
、
歌
は
読
み
下
し
の
形
に
す
る
。
ま
た
、
本
稿

で
は
歌
番
号
を
も
っ
て
主
に
そ
の
歌
に
付
さ
れ
た
題
詞
で
あ
る
こ
と
を

示
し
、
左
注
の
場
合
は
歌
番
号
の
後
に
そ
の
旨
を
記
す
。

２
）

中
西
進
「
近
江
朝
作
家
素
描
」（『
中
西
進
万
葉
論
集
』
第
一
巻
、
講
談

社
、
一
九
九
五
年
三
月
、
初
出
一
九
六
二
年
三
月
）、
伊
藤
博
『
釋
注
』

２
九
一
題
詞
「
御
歌
」
注
な
ど
。

３
）

福
田
良
輔
「
倭
建
の
命
は
天
皇
か
｜
｜
古
事
記
の
用
字
法
に
即
し
て

｜
｜
」（『
古
代
語
文
ノ
ー
ト
』
南
雲
堂
桜
楓
社
、
一
九
六
四
年
二
月
、

初
出
一
九
五
五
年
十
月
）。

４
）

拙
稿
「『
古
今
集
』
詞
書
の
作
者
名
の
書
式
の
一
原
則
」（『
国
語
国
文
研

究
』第
一
四
七
号
、
二
〇
一
五
年
十
月
）。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
階

層
性
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
万
葉
集
』
題
詞
左
注
に
み
る
身

分
的
階
層
性
」（『
国
語
国
文
』
第
八
十
六
巻
第
七
号
、
二
〇
一
七
年
七

月
）
で
論
じ
た
。

５
）

こ
れ
ら
の
巻
が
歴
史
を
延
伸
し
て
い
く
と
い
う
視
点
は
、
神
野
志
隆
光

『
万
葉
集
を
ど
う
読
む
か
｜
｜
歌
の
「
発
見
」
と
漢
字
世
界
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
に
よ
る
。

６
）

荒
木
敏
夫
「
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
と
皇
太
子
」（『
日
本
古
代
の
皇
太
子
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
十
月
）。

７
）

梶
川
信
行「
天
武
と
大
友
｜
｜
蒲
生
野
の
歌
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
っ
て
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｜
｜
」（『
上
代
文
学
』
第
七
十
四
号
、
一
九
九
五
年
四
月
）。

８
）

中
大
兄
が
左
注
で
皇
太
子
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
だ
が
、

そ
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
未
だ
論
じ
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

当
該
歌
群
は
「
後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
」（
斉
明
天
皇
代
）
の
標
題
下

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
皇
極
紀
四
年
の
立
太
子
記
事
を
引
用
す
る
左
注

は
、
辻
憲
男
「
三
山
歌
臆
断
」（『
親
和
国
文
』
第
二
十
七
号
、
一
九
九

二
年
十
二
月
）
が
述
べ
る
よ
う
に
「
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
注
」
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
辻
は
「
題
に
「
中
大
兄
」
と
あ
る

の
を
皇
太
子
時
代
の
作
と
解
し
て
、
上
限
を
示
し
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ

う
」
と
し
た
。
梶
川
信
行
「
三
山
歌
の
形
成
｜
｜
中
大
兄
の
三
山
歌
」

（『
初
期
万
葉
を
ど
う
読
む
か
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
五
年
十
一
月
、
初

出
一
九
九
四
年
六
月
）
も
、
そ
れ
が
「
加
注
者
の
判
断
」
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
条
件
つ
き
な
が
ら
、
こ
れ
に
従
う
。
し
か
し
、
題
詞
や
歌
に
は

皇
太
子
で﹅
あ﹅
る﹅
こ
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
立
太
子
の
年
次
を
加
注
し

て
も
、
そ
れ
が
題
詞
や
歌
の
作
歌
年
次
を
規
制
す
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
は
逆
に
、
題
詞
に
皇
太
子
と
な﹅
い﹅
こ
と
と
対
応
す
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
注
は
、
題
詞
で
「
中
大
兄
」
と
し
か
し
て
い
な
い
が
中
大

兄
は
斉
明
代
に
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と

と
ら
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
中
大
兄
を
題
詞
で
皇
太
子
と
し
な
い
こ
と

と
、「
御
」
字
を
付
さ
な
い
こ
と
が
あ
い
ま
っ
て
、「
皇﹅
太﹅
子﹅
答
御﹅
歌
」

（
１
二
一
）
の
特
別
さ
は
、
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

９
）

平
川
南
「「
王
」「
大
王
」
か
ら
「
天
皇
」、「
倭
」
か
ら
「
日
本
」」（『
日

本
の
原
像
』全
集
日
本
の
歴
史
第
二
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）。

10
）

中
西
進
「
人
麿
を
め
ぐ
る
人
々
」（『
中
西
進
万
葉
論
集
』
第
四
巻
、
一

九
九
六
年
三
月
、
初
出
一
九
六
七
年
六
月
）。

11
）

影
山
尚
之
「「
皇
子
文
学
圏
」
の
見
渡
し
」（『
万
葉
集
の
今
を
考
え
る
』

新
典
社
研
究
叢
書
二
〇
一
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
に
研
究
史
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

12
）

井
村
哲
夫
「
機
構
の
投
影
」（『
赤
ら
小
船

万
葉
作
歌
作
品
論
』
和
泉

書
院
研
究
叢
書
三
十
、
一
九
八
六
年
十
月
、
初
出
一
九
七
九
年
一
月
）。

13
）

渡
瀬
昌
忠
「
文
学
の
場
と
し
て
の
「
島
の
宮
」

皇
子
文
化
圏
」（『
国

文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』第
二
十
七
巻
第
五
号
、
通
巻
三
八
八
号
、

一
九
八
二
年
四
月
）。

14
）

虎
尾
達
哉
「
律
令
国
家
と
皇
親
」（『
律
令
官
人
社
会
の
研
究
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
六
年
十
一
月
、
初
出
一
九
八
八
年
三
月
）。
坂
上
康
俊「
律
令
制

の
形
成
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
三
巻
、
二
〇
一
四
年
九
月
）
が

こ
れ
に
拠
っ
て
お
り
、
現
在
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

15
）

倉
本
一
宏
「「
律
令
国
家
と
皇
親
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
第
三

〇
九
号
、
一
九
八
八
年
五
月
）。

16
）

こ
う
し
た
視
点
に
つ
い
て
は
、
市
瀬
雅
之
「「
白
雪
応
詔
歌
群
」
の
歴
史

的
背
景
｜
｜
太
上
天
皇
を
視
座
に
お
い
て
｜
｜
」（『
美
夫
君
志
』第
九

十
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
「
歌
集
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
内

容
と
外
部
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
、
関
係
を
は
か

り
な
が
ら
議
論
す
る
」
と
あ
る
方
法
論
を
参
考
に
し
て
い
る
。

17
）

阪
下
圭
八
「
皇
子
・
皇
女
の
相
聞
」（『
初
期
万
葉
』
平
凡
社
選
書
五
十

七
、
一
九
七
八
年
五
月
、
初
出
一
九
七
一
年
十
月
）。

18
）

多
田
元「
皇
子
文
化
圏
の
歌
｜
｜
歴
史
と
語
り
｜
｜
」（『
東
ア
ジ
ア
の
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古
代
文
化
』
通
巻
一
一
八
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
は
、
川
嶋
・
志
貴

両
皇
子
の
存
在
に
つ
い
て
「
天
智
朝
か
ら
の
流
れ
も
視
野
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
天
智
朝
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
天
武
朝
に
属
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

19
）

品
田
悦
一
「
神
な
が
ら
栄
え
ゆ
く
べ
き
世
界
｜
｜
『
万
葉
集
』
に
お
け

る
神
聖
王
権
の
表
象
と
そ
の
消
長
｜
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
十

三
巻
第
十
一
号
、
通
巻
一
一
一
六
号
、
二
〇
一
六
年
十
一
月
）。

20
）

伊
藤
博
「「
寧
楽
宮
」
の
歌
」（『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
下
、
古
代
和

歌
史
研
究
二
、
一
九
七
四
年
十
一
月
）。

21
）

池
田
三
枝
子「
志
貴
皇
子
文
学
圏
考
｜
｜
そ
の
背
後
勢
力
と
万
葉
集
巻

一
後
半
部
の
編
纂
に
つ
い
て
｜
｜
」（『
芸
文
研
究
』
第
五
十
六
号
、
一

九
九
〇
年
一
月
）。

22
）

井
上
亘
「
元
正
女
帝
期
政
権
論
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
、

一
九
九
二
年
九
月
）。

23
）

吉
住
恭
子
「
奈
良
朝
に
於
け
る
皇
親
の
存
在
形
態
」（『
史
窓
』
第
五
十

二
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）。

24
）
『
大
系
』「
各
巻
の
解
説

巻
六
」。

25
）

伊
藤
博「
奈
良
朝
宮
廷
歌
巻
｜
｜
巻
六
の
論
｜
｜
」（『
万
葉
集
の
構
造

と
成
立
』
上
、
古
代
和
歌
史
研
究
一
、
一
九
七
四
年
九
月
三
十
日
、
初

出
一
九
七
二
年
九
月
）。

26
）

神
野
志
隆
光
「「
歴
史
」
の
磁
場
｜
｜
巻
三
、
四
、
六
を
め
ぐ
っ
て
」

（
注
５
前
掲
書
所
収
）。

27
）

吉
井
巖
担
当
『
全
注
』
巻
第
六
「
万
葉
集
巻
六
概
説
」。

28
）

神
野
志
隆
光
「『
万
葉
集
』
の
中
に
編
集
さ
れ
た
家
持
｜
｜
「
歌
日
記
」

の
意
味
」（『
大
伴
家
持
研
究
の
最
前
線
』
高
岡
市
萬
葉
歴
史
館
叢
書
二

十
三
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

29
）

品
田
注
19
前
掲
論
も
、「「
天
武
皇
統
の
断
絶
」な
る
事
態
は
、『
万
葉
集
』

の
与
り
知
ら
な
い
こ
と
が
ら
だ
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
な
お
神
野
志
隆
光
は
注
28
前
掲
論
で
、
巻
一
〜
六
の
「
歴
史
」

は
「
歌
日
記
」
へ
と
つ
な
が
り
、「『
万
葉
集
』
の
歌
の
世
界
は
、
天
平

十
六
年
で
閉
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
歌
の
世
界

だ
け
で
な
く
、
皇
統
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

30
）

遠
山
一
郎
「
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
け
る
天
武
天
皇
の
形
象
」（『
天
皇
神

話
の
形
成
と
万
葉
集
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
一
月
、
初
出
一
九
八
六

年
五
月
）。

31
）

遠
山
一
郎「
天
武
二
皇
子
の
挽
歌
」（
注
30
前
掲
書
所
収
、
初
出
一
九
九

二
年
一
月
）。

32
）

神
野
志
隆
光「
天
皇
神
格
化
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」（『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
二
年
四
月
、
初
出
一
九
九
〇
年
四
月
）。

33
）

神
野
志
隆
光
「「
歴
史
」
と
し
て
の
『
万
葉
集
』」（
注
５
前
掲
書
所
収
）。

引
用
箇
所
の
初
出
は
同「
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
歌
｜
｜
日
並
皇
子

挽
歌
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
二
巻
第

八
号
、
一
九
九
七
年
八
月
）
に
求
め
ら
れ
る
。

34
）

上
野
修「
日
並
皇
子
挽
歌
に
表
れ
た
天
武
天
皇
神
話
の
意
義
に
つ
い
て
」

（『
日
本
文
学
研
究
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
や
井
実
充
史
「
複

合
作
品
と
し
て
の
日
並
皇
子
尊
哀
悼
歌
」（『
国
文
学
研
究
』
第
一
六
七

号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
な
ど
。

35
）

村
田
右
富
実
「
日
並
皇
子
挽
歌
」（『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』
和
泉
書
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院
研
究
叢
書
三
〇
七
、
二
〇
〇
四
年
一
月
、
初
出
一
九
九
二
年
三
月
）。

36
）

森
朝
男「
日
並
皇
子
の

宮
の
時
の
挽
歌

柿
本
人
麻
呂
作
歌
注
釈
５
」

（『
玉
藻
』
第
四
二
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

37
）

上
野
誠
「
故
郷
・
飛
鳥
思
慕
の
文
芸
」（『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
｜
｜

万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
｜
｜
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
十
一
月
、

初
出
一
九
九
七
年
二
月
）。

38
）

ト
ー
ク
ィ
ル
・
ダ
シ
ー
「『
万
葉
集
』
の
統
一
性
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語

と
国
文
学
』
第
九
十
三
巻
第
十
一
号
、
二
〇
一
六
年
十
一
月
）
は
、『
万

葉
集
』
の
「
複
数
の
原
理
を
統
一
す
る
「
力
」」
は
「

天
皇
を
中
心
と

す
る
世
界

の
理
念
的
な
秩
序
に
対
す
る
、
幾
世
代
に
も
わ
た
る
人
々

の
深
い
関
与
だ
っ
た
」
と
す
る
が
、

皇
子
女
の
階
層

は
そ
の
具
体
相

の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

（
ひ
ろ
せ

き
み
ひ
こ
・
北
海
道
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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